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◎
刑
法
及
び
母
体
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

目
次 第

一
編 

〔
略
〕 

第
二
編 

罪 

第
一
章
～
第
二
十
八
章 

〔
略
〕 

第
二
十
九
章 

不
同
意
堕
胎
の
罪
（
第
二
百
十
二
条
―
第
二
百
十
六
条
） 

第
三
十
章
～
第
四
十
章 

〔
略
〕 

 

目
次 第

一
編 

〔
略
〕 

第
二
編 

罪 

第
一
章
～
第
二
十
八
章 

〔
略
〕 

第
二
十
九
章 

堕
胎
の
罪
（
第
二
百
十
二
条
―
第
二
百
十
六
条
） 

第
三
十
章
～
第
四
十
章 

〔
略
〕 

 

（
国
民
の
国
外
犯
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
日
本

国
民
に
適
用
す
る
。 

一
～
八 

〔
略
〕 

九 

第
二
百
十
五
条
（
不
同
意
堕
胎
）
及
び
第
二
百
十
六
条
（
不
同
意
堕
胎

致
死
傷
）
の
罪 

十
～
十
七 

〔
略
〕 

 
（
国
民
の
国
外
犯
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
日
本

国
民
に
適
用
す
る
。 

一
～
八 

〔
略
〕 

九 

第
二
百
十
四
条
か
ら
第
二
百
十
六
条
ま
で
（
業
務
上
堕
胎
及
び
同
致
死

傷
、
不
同
意
堕
胎
、
不
同
意
堕
胎
致
死
傷
）
の
罪 

十
～
十
七 

〔
略
〕 

第
二
十
九
章 

不
同
意
堕
胎
の
罪 

 

第
二
十
九
章 

堕
胎
の
罪 

 

（
堕
胎
） 
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第
二
百
十
二
条
か
ら
第
二
百
十
四
条
ま
で 

削
除 

       

第
二
百
十
二
条 

妊
娠
中
の
女
子
が
薬
物
を
用
い
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
、
堕
胎
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。 

（
同
意
堕
胎
及
び
同
致
死
傷
） 

第
二
百
十
三
条 

女
子
の
嘱
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
承
諾
を
得
て
堕
胎
さ
せ
た

者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。
よ
っ
て
女
子
を
死
傷
さ
せ
た
者
は
、

三
月
以
上
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。 

（
業
務
上
堕
胎
及
び
同
致
死
傷
） 

第
二
百
十
四
条 

医
師
、
助
産
師
、
薬
剤
師
又
は
医
薬
品
販
売
業
者
が
女
子
の

嘱
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
承
諾
を
得
て
堕
胎
さ
せ
た
と
き
は
、
三
月
以
上
五

年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。
よ
っ
て
女
子
を
死
傷
さ
せ
た
と
き
は
、
六
月
以

上
七
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。 
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○
母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

第
三
条 

医
師
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
、
本
人
の
同
意

及
び
配
偶
者
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
な
事
情

に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
そ
の

同
意
を
得
て
、
不
妊
手
術
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
未
成
年
者
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

妊
娠
又
は
分
娩
が
、
母
体
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も

の 

二 

現
に
数
人
の
子
を
有
し
、
か
つ
、
分
娩
ご
と
に
、
母
体
の
健
康
度
を
著

し
く
低
下
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の 

２
・
３ 

〔
略
〕 

 

第
三
条 

医
師
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
、
本
人
の
同
意

及
び
配
偶
者
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
な
事
情

に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
そ
の
同
意
を
得
て
、
不

妊
手
術
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
未
成
年
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

一 

妊
娠
又
は
分
娩
が
、
母
体
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も

の 

二 

現
に
数
人
の
子
を
有
し
、
か
つ
、
分
娩
ご
と
に
、
母
体
の
健
康
度
を
著

し
く
低
下
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の 

２
・
３ 

〔
略
〕 

（
人
工
妊
娠
中
絶
） 

第
十
四
条 

都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
た
公
益
社
団
法
人
た

る
医
師
会
の
指
定
す
る
医
師
（
以
下
「
指
定
医
師
」
と
い
う
。
）
は
、
妊
娠

し
て
い
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
同
意
を
得
て
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 

〔
削
る
〕 

 

〔
削
る
〕 

（
医
師
の
認
定
に
よ
る
人
工
妊
娠
中
絶
） 

第
十
四
条 

都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
た
公
益
社
団
法
人
た

る
医
師
会
の
指
定
す
る
医
師
（
以
下
「
指
定
医
師
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
同
意
を
得
て
、

人
工
妊
娠
中
絶
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 
妊
娠
の
継
続
又
は
分
娩
が
身
体
的
又
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
母
体
の
健

康
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の 

二 

暴
行
若
し
く
は
脅
迫
に
よ
つ
て
又
は
抵
抗
若
し
く
は
拒
絶
す
る
こ
と
が
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 〔
削
る
〕 

で
き
な
い
間
に
姦
淫
さ
れ
て
妊
娠
し
た
も
の 

２ 

前
項
の
同
意
は
、
配
偶
者
が
知
れ
な
い
と
き
若
し
く
は
そ
の
意
思
を
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
妊
娠
後
に
配
偶
者
が
な
く
な
つ
た
と
き
に

は
本
人
の
同
意
だ
け
で
足
り
る
。 

 

（
届
出
） 

第
二
十
五
条 

医
師
又
は
指
定
医
師
は
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
十
四
条
の
規

定
に
よ
つ
て
不
妊
手
術
又
は
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
つ
た
場
合
は
、
そ
の
月
中

の
手
術
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
て
翌
月
十
日
ま
で
に
、
不
妊
手
術
に
あ
つ
て

は
理
由
を
記
し
て
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
届
出
） 

第
二
十
五
条 

医
師
又
は
指
定
医
師
は
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
つ
て
不
妊
手
術
又
は
人
工
妊
娠
中
絶
を
行
つ
た
場
合
は
、
そ

の
月
中
の
手
術
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
て
翌
月
十
日
ま
で
に
、
理
由
を
記
し

て
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
指
定
医
師
を
指
定
す
る
医
師
会
の
特
例
） 

第
四
十
条 

第
十
四
条
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
に
は
、
一
般
社
団
法
人
及

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人

の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
百
八
十
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
、
公
益
社
団
法
人
及
び
特
例
社
団
法
人
（
同
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
例
社
団
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外

の
一
般
社
団
法
人
で
あ
つ
て
、
母
体
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
施
行
の
際
特
例
社
団
法
人
で
あ
つ
た
も

の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
法
人
」
と
い
う
。
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
た
特
定

（
指
定
医
師
を
指
定
す
る
医
師
会
の
特
例
） 

第
四
十
条 

第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
に
は
、
一
般
社
団

法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財

団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
百
八
十
三
条
に
規
定
す
る

も
の
の
ほ
か
、
公
益
社
団
法
人
及
び
特
例
社
団
法
人
（
同
法
第
四
十
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
例
社
団
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
外
の
一
般
社
団
法
人
で
あ
つ
て
、
母
体
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
施
行
の
際
特
例
社
団
法
人

で
あ
つ
た
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
法
人
」
と
い
う
。
）
を
含
む
も
の

と
す
る
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
た
特
定
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法
人
た
る
医
師
会
に
対
し
、
当
該
医
師
会
が
行
う
第
十
四
条
の
指
定
に
関
し

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
報
告
を
求
め
、
又
は
助
言
若
し
く
は
勧
告

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

法
人
た
る
医
師
会
に
対
し
、
当
該
医
師
会
が
行
う
第
十
四
条
第
一
項
の
指
定

に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
報
告
を
求
め
、
又
は
助
言
若
し
く

は
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 



  

- 6 - 

○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
二
十
九
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
介
輔ほ

） 

第
百
条 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

刑
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
百
六
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
介
輔ほ

は
、
医
師
と
み
な
す
。 

５
～

 

〔
略
〕 

（
介
輔ほ

） 

第
百
条 

〔
略
〕 

２
・
３ 

〔
略
〕 

４ 

刑
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
、
第
百
六
十
条
及
び
第
二
百
十
四
条
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
介
輔ほ

は
、
医
師
と
み
な
す
。 

５
～

 

〔
略
〕 
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○
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

第
二
条 

刑
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
略
〕 

第
二
百
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
十
七
条
、
第
二
百
十
八
条
、
第
二
百
二

十
条
、
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
百
二

十
四
条
、
第
二
百
二
十
五
条
及
び
第
二
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
懲

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。 

 

〔
略
〕 

第
二
条 

刑
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

〔
略
〕 

第
二
百
十
二
条
か
ら
第
二
百
十
四
条
ま
で
の
規
定
、
第
二
百
十
五
条
第
一

項
、
第
二
百
十
七
条
、
第
二
百
十
八
条
、
第
二
百
二
十
条
、
第
二
百
二
十
二

条
第
一
項
、
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
百
二
十
四
条
、
第
二
百
二
十

五
条
及
び
第
二
百
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改

め
る
。 

〔
略
〕 

 
 

 
 


